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第１章 国民健康保険運営方針に関する基本的な事項 

１ 策定の目的 

平成30年度からの新たな国民健康保険制度においては、県も保険者となり財

政運営の責任主体として、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の事業運

営において中心的な役割を担う一方、市町村は資格管理、保険給付、保険税率

の決定、賦課・徴収、保健事業等の地域におけるきめ細かい事業を引き続き担

うこととされています。 

そのため、県と市町村が一体となり、保険者としての事務を共通認識の下で

実施するとともに、各市町村が事業の広域化や効率化を推進できるよう、本県

における国民健康保険の運営に関する統一的な方針として宮崎県国民健康保険

運営方針を策定します。 

２ 策定の根拠規定 

本方針は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一

部を改正する法律（平成27年法律第31号）附則第７条及び同法第４条による改

正後の国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第82条の２（平成30年４月１日

施行）に基づき、県が定めるものです。 

３ 策定年月日 

平成29年12月19日 

４ 対象期間 

平成30年度から32年度（2018年度から2020年度）の３年間 
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